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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称        平成２４年８月２２日 定例庁議 

開 催 日 時          

午前 ９時０７分 
平成２４年８月２２日（水）    ～ 

午前１０時２４分 

開 催 場 所          市長公室 

出 席 者          

富岡市長、小澤副市長、和田教育長、田中審議監、小林総務部

長、佐藤市民環境部長、安田福祉部長、中村健康づくり部長、

柳原都市建設部長、関根会計管理者、池田水道部長、丸山議会

事務局長、中島学校教育部長、田中生涯学習部長、星野監査委

員事務局長 
（事務局） 
村山政策企画室長、佐藤同室主幹兼室長補佐、同室政策企画係

小曽根主任、田中秘書室長 

会 議 内 容          （１）平成２４年第３回朝霞市議会定例会提出議案について 

会 議 資 料          （１）平成２４年第３回朝霞市議会定例会提出議案 

会 議 録 の        

 

作 成 方 針 

 □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 ■要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こ 

した場合の当該電磁的記録の保 

存期間 

□会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 

出席者の確認及び事務局の決裁 

そ の 他 の          

 必 要 事 項          
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）                             

【市長あいさつ】 
 
【議題】 
（１）平成２４年第３回朝霞市議会定例会提出議案について 
 
 議案第４３号 平成２３年度朝霞市一般会計歳入歳出決算認定について 
（小林総務部長） 
・本議案は、平成２３年度朝霞市一般会計歳入歳出決算認定についてである。 
・平成２３年度の決算額は、歳入が３６３億４，２６２万３，４１９円となり、歳出は３５２億 
２，３７４万２４２円で、歳入歳出差引残額は、１１億１，８８８万３，１７７円となった。 
この残額から、継続費逓次繰越額、繰越明許費繰越額を差し引いた翌年度繰越額は、１０億 
４，８４５万５，８５７円である。 

・歳入歳出の概要のうち、歳入について、市税は、２０１億４１３万９，４０９円で、歳入総額の

５５．３パーセントを占めている。地方譲与税は、自動車重量譲与税などで、２億３，５０７万

６，２９０円となり、地方消費税交付金は、１０億２７２万６，０００円の交付となっている。

地方交付税は、普通交付税の交付団体となったため、普通交付税４億２，９１５万６，０００円、

特別交付税１億６，０１９万３，０００円が交付されている。分担金及び負担金は、保育園入園

児童保護者負担金などで、５億１，３７３万７，８４２円となり、使用料及び手数料は、斎場、

自転車等駐車場の使用料、一般廃棄物処理手数料などで、７億３，８８７万８，５５０円となっ

ている。国庫支出金は、子ども手当負担金、生活保護費負担金や第五小学校の改築工事に係る学

校施設環境改善交付金などで、５４億１，６９５万１，７５５円となっている。県支出金は、障

害者自立支援給付費負担金、子ども手当負担金を始め、保育所緊急整備事業補助金、個人県民税

徴収委託金などで、２０億４，９４２万５，５１５円となっている。財産収入は、国道２５４号

和光富士見バイパス建設予定地売却による不動産売払収入などで、３億３，９５２万 
４，８５０円となっている。繰越金は、前年度からの繰越事業に係る分を含めて、１２億 
２，４６２万４，１０３円となっている。諸収入は、学校給食費受入金や預託金の返還金などの

貸付金収入のほか、資源ごみ売払代金などで、１１億４，６３６万７，４４２円である。市債は、

社会福祉法人立保育園整備費補助事業債、第五小学校改築事業債、臨時財政対策債など１５件で、

２２億７，５１７万３，０００円の借入れとなっている。 
・次に歳出について、議会費は、会議録調製委託料などで３億１，１９０万６，７８２円を支出し、

総務費は、防災行政無線など防災システム機器の移設や市議会議員選挙に係る経費などで、 
３８億７，２８４万５，２４９円を支出している。民生費は、総合福祉センター、特別養護老人

ホーム、放課後児童クラブなどに係る指定管理料を始め、障害者、高齢者、児童、生活保護等に

係る扶助給付事業のほか、社会福祉法人立保育園整備事業補助金や、保育園の給食食材放射性物

質測定機器の購入、国民健康保険特別会計への繰出金などで、１５５億７，５４３万 
３，８７７円となっている。衛生費は、各種個別予防接種、がん検診のほか、健康増進センター

の指定管理料や、ごみ焼却処理施設補修工事などで、２９億５，２１２万８，５８３円を支出し、

農林水産業費は、市民農園整備工事などで、６，９３９万１４円となっている。商工費は、個人
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住宅リフォーム資金補助金や産業文化センターの指定管理料などで、２億２，８２８万 
３，８８６円を支出している。土木費は、建築物耐震化促進事業のほか、道路の修繕工事、歩道

整備工事や、落橋防止対策事業、下水道事業特別会計への繰出金などで、２８億６，９０５万 
８，８５２円となっている。消防費は、朝霞地区一部事務組合負担金や消防団の活動に係る経費

などで、１２億５，３７８万９，１２４円を支出している。教育費は、小学校のトイレ改修工事

や、第五小学校の改築工事のほか、小・中学校の給食食材放射性物質測定機器の購入、湧水代官

水保存整備工事、南朝霞公民館耐震補強工事などで、４９億３，１９８万６，７８９円となって

いる。公債費は、３１億３，２３９万３，３６４円を支出している。以上が歳出の主なものであ

るが、この中には前年度からの繰越事業分も含まれている。 

［質疑等］ 

なし 

 

 議案第４４号 平成２３年度朝霞市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

（中村健康づくり部長） 

・本議案は、平成２３年度朝霞市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてである。 

・国民健康保険の年度末加入者の状況は、２万２４０世帯、被保険者数は、３万４，１１５人とな

っており、前年度と比較すると、世帯数は３世帯、０．０１パーセントの減少で、被保険者数は

６３人、０．１８パーセントの減少となった。 

・決算額は、歳入が、１１５億２，９５８万５，８５６円となり、歳出は、１０８億８，９８３万

７，３２９円で、歳入歳出差引残額は、６億３，９７４万８，５２７円である。 

・歳入歳出の概要のうち、歳入の主なものについて、国民健康保険税は２９億２，２６３万 

２，６０６円で、歳入総額に占める割合は２５．３５パーセントである。国庫支出金は、療養給

付費等負担金などで、２６億６，１８０万３，１２５円となり、歳入総額の２３．０９パーセン

トを占めている。前期高齢者交付金は、前期高齢者の加入割合に応じて保険者間の負担の不均衡

を調整する交付金で、２１億７，２９４万３，８６２円である。共同事業交付金は、高額な医療

費に係る交付金で、１１億６，３０６万８，４４９円、繰入金は、保険基盤安定対策及び出産育

児一時金などの一般会計繰入金及び保険給付費支払基金繰入金で、１１億７，０６４万 

８，６７２円である。歳入全体では、前年度と比較すると、４．５１パーセントの増加となって

いる。 

・歳出の主なものについて、保険給付費は、一般及び退職被保険者に対する療養給付事業及び高額

療養費支給事業などで、７３億６，０９３万３，２３４円を給付し、前年度と比較すると、 

２．１６パーセントの伸びとなっており、歳出総額に占める割合は、６７．６０パーセントであ

る。後期高齢者支援金等は、７５歳以上の高齢者に対する後期高齢者支援事業及び事務費拠出事

業で、１５億５，００８万９１８円を、介護納付金は、介護保険に対する介護納付事業で、６億

３，６２２万４１８円をそれぞれ社会保険診療報酬支払基金に、また、共同事業拠出金は、保険
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財政共同安定化事業拠出事業などで、１０億９，９７９万１，９２０円を埼玉県国民健康保険団

体連合会へ納付している。歳出全体では、前年度と比較すると、２．４０パーセントの増加とな

っている。 

［質疑等］ 

（小澤副市長） 

・不納欠損の原因を調べる必要がある。 

（富岡市長） 

・きちんと調べた上で不納欠損とすること。 

 

議案第４５号 平成２３年度朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

（柳原都市建設部長） 

・本議案は、平成２３年度朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてであ

る。 

・平成２３年度の決算額は、歳入が１６億４，３７２万２，５３９円、歳出は１５億７，２４４万

１，７７３円で、歳入歳出差引残額は、７，１２８万７６６円となり、この残額から、継続費逓

次繰越額、繰越明許費繰越額を差し引いた翌年度繰越額は、３，７１５万５，７６６円である。 

・歳入歳出の概要のうち、歳入について、分担金及び負担金は、区域外流入負担金のほか、和光市

及び新座市との協定に基づく公共下水道相互利用の維持管理費負担金で、１，４５９万 

９，４５５円である。使用料及び手数料は、下水道使用料の現年度分及び滞納繰越分などで、 

８億４，８８０万６，８０１円となり、繰入金は、一般会計から６億７，９８０万３，０００円

を繰り入れ、繰越金は、１，８３４万６，７３６円となっている。諸収入は、水洗便所改造資金

融資預託金返還金などで、１０６万６，５４７円となり、市債は、公共下水道事業債及び流域下

水道事業債で、８，１１０万円を政府資金などから借入れたものである。 

・歳出について、下水道総務費のうち、一般管理費では、人件費、料金徴収業務委託料や事務経費

などで、１億７，６２４万９，８５４円を支出し、維持管理費では、下水道台帳作成委託料、荒

川右岸流域下水道維持管理負担金などで、５億６，６４６万４，３８７円を支出した。下水道事

業費のうち、汚水整備事業費では、施設等修繕料、仲町中継ポンプ場改修工事や汚水管工事など

で、１億４９３万５１１円を支出し、雨水整備事業費では、雨水計画設計業務委託料、雨水管工

事、田子山下水路費負担金などで、７，２４７万６，４０６円を支出した。流域下水道事業費で

は、荒川右岸流域下水道事業費負担金を負担割合に基づいて７，５０４万７，４６５円を支出し、

公債費は、地方債の元金及び利子の償還金として、５億７，７２７万３，１５０円を支出した。 

・平成２３年度末における公共下水道の普及率は、９６．７パーセントである。 

［質疑等］ 

なし 
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議案第４６号 平成２３年度朝霞市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

（中村健康づくり部長） 

・本議案は、平成２３年度朝霞市介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてである。 

・平成２３年度末における介護サービス受給者数の状況は、居宅介護サービス及び居宅介護予防サ

ービス受給者数は１，７４４人となり、前年度末と比較すると、１０５人増加し、６．４１パー

セントの増、地域密着型サービス受給者数は１６６人となり、２２人増加し、１５．２８パーセ

ントの増、また、施設介護サービス受給者数は５２７人となり、２６人増加し、５.１９パーセン

トの増となった。また、保険給付費については、４１億３，８１０万７，５７３円で７．９２パ

ーセントの増となっている。 

・決算の状況について、歳入が、４７億２０６万９，５６７円、歳出が、４６億６，３２０万 

４，２３６円で、歳入歳出差引残額及び翌年度繰越額は、３，８８６万５，３３１円である。 

・歳入歳出の概要のうち、歳入の主なものについて、保険料は、６５歳以上の第１号被保険者分と

して８億８，７４２万８００円、国庫支出金は、介護給付費負担金などで、７億９，５２７万 

８，３７８円、支払基金交付金は、介護給付費交付金などで、１２億５，２４４万８，０００円、

県支出金は、介護給付費負担金などで、６億２，４６７万８，３７５円、繰入金は、一般会計及

び基金からの繰入金を合わせ、９億５，４９１万７，０５３円である。 

・歳出の主なものについて、総務費は、一般管理事務費が、３，２４３万５，４８８円、介護認定

審査事業が、２，９５８万９，９５２円である。保険給付費は、居宅介護等サービス給付事業が、

１４億７，６６４万９，３９１円、施設介護サービス給付事業が、１６億６，９５０万 

６，２７８円、介護予防サービス給付事業が、１億７，０８７万５，４５３円、特定入所者介護

サービス給付事業が、１億６，３００万９，８９０円である。地域支援事業費は、包括的支援事

業・任意事業が、６，００５万７，８５３円、基金積立金は、介護保険保険給付費支払基金積立

事業が、３億１７７万３，９０８円である。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第４７号 平成２３年度朝霞市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

（中村健康づくり部長） 

・本議案は、平成２３年度朝霞市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてである。 

・平成２３年度末における被保険者数の状況は、埼玉県後期高齢者医療広域連合の報告によると、

８，９６４人となり、前年度末と比較すると５８１人増加し、６．９３パーセントの増となった。 

・決算額は、歳入が、８億３，８０２万１，３４３円となり、歳出は８億３，１７９万 

９，９２２円で、歳入歳出差引残額は６２２万１，４２１円である。 
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・歳入歳出の概要のうち、歳入について、後期高齢者医療保険料が、７億７８４万４，８９３円、

そのほか繰入金、繰越金、諸収入で、１億３，０１７万６，４５０円である。 

・歳出のうち、総務費については、一般管理事務費で４４９万８，４４０円、後期高齢者医療保険

料の徴収事業が、６９８万７，２６３円、後期高齢者医療広域連合納付事業が、８億 

１，０１４万３，１２６円、一般会計繰出事業が、８６５万５，５７３円である。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第４８号 平成２３年度朝霞市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

（池田水道部長） 

・本議案は、平成２３年度朝霞市水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてである。 

・業務の状況について、年度末給水人口は、１３万１，２０３人で、前年度に比べ、４３９人増加

した。給水戸数は、５万９，１１３戸で、水道の普及率は、１００パーセントである。年間総給

水量は、１，５７８万１，４８３立方メートルで、このうち県水受水量は、１，０８６万 

３，８８８立方メートルで、受水率は、６８．８パーセントである。年間総有収水量は、 

１，４０３万３，０１９立方メートル、有収率は、８８．９パーセントで、前年度と比べ 

０．４パーセントの減少である。 

・決算の概要であるが、収益的収入の第１款水道事業収益の決算額は、２１億５，９６２万 

７，３７１円で、主なものは、収入総額の８５．２％を占める水道料金で、その他、水道利用加

入金、受託料などである。収益的支出の第１款水道事業費の決算額は、１９億４，５４５万 

７，３９９円で、主なものは、支出総額の３６．２パーセントを占める県水受水費で、その他、

減価償却費、職員人件費、委託料、修繕費、動力費及び企業債の支払利息などである。収益的収

支の差引利益は、２億１，４１６万９，９７２円となった。１立方メートル当たりの税込み供給

単価は、１３１円１１銭、給水原価は、１３７円１７銭である。 

・資本的収入の第１款資本的収入の決算額は、３３８万６，５００円で、主なものは、下水道事業

特別会計からの道路舗装復旧に要した費用の工事負担金である。第１款資本的支出の決算額は、

６億２，０６１万５，８４７円で、主なものは、建設改良費で、老朽管更新や水圧不足改善事業

のための配水管布設替工事などを実施した。企業債償還金は、財務省及び地方公共団体金融機構

への償還金である。継続費逓次繰越額は、１億４，５０２万円で、岡浄水場県水導水管耐震化事

業費及び取水井応急給水設備設置事業費を、翌年度に繰り越すものである。資本的収入額が支出

額に対して不足する６億１，７２２万９，３４７円につきましては、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金で補てんした。利益の処分につ

いては、当年度未処分利益剰余金から、減債積立金及び建設改良積立金にそれぞれ１億円を積立

てるものである。 
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［質疑等］ 

なし 

 

議案第４９号 平成２４年度朝霞市一般会計補正予算（第２号） 

（小林総務部長） 

・今回の補正額は、歳入歳出それぞれ３億７，５０８万５，０００円の増額で、これを含めた累計

額は、３５８億９３０万９，０００円となっている。 

・歳入歳出の概要のうち、歳入について、地方特例交付金は、交付額の確定により、８４万円減額

している。地方交付税は、普通交付税の算定結果に伴い、普通交付税を、１５８万５，０００円

増額している。県支出金は、人権教育総合推進地域事業委託金を減額する一方、新たに、道徳教

育総合支援事業委託金を計上することなどにより、４１万３，０００円増額している。財産収入

は、自動販売機用敷地貸付料を増額するほか、テレビ埼玉株主配当金を受け入れることにより、

３，０１１万３，０００円増額している。寄附金は、民生費指定寄附金などの受け入れをしてい

る。繰入金は、介護保険特別会計などの決算に伴う精算金を繰り入れる一方、財政調整基金繰入

金を減額することにより、１，５９７万１，０００円減額している。繰越金は、平成２３年度決

算に伴い、前年度繰越金を３億４，８４５万５，０００円増額している。諸収入は、国庫支出金

過年度収入のほか、各種施設の指定管理料の精算金などを計上し、１億１６万９，０００円増額

している。市債は、新たに、小学校大規模改造事業債などを計上する一方、臨時財政対策債を減

額することにより、９，８９８万９，０００円減額している。 

・歳出について、総務費は、市長、副市長の給料を減額するほか、市庁舎及び市民会館の整備方針

を市民や有識者を交えて検討するための経費や、朝霞警察署北朝霞駅前交番の改築期間中におけ

る、交番機能の継続を図るための経費などを計上することにより、３４９万３，０００円増額し

ている。民生費は、新たに、栄町保育園、泉水保育園の耐震補強に要する経費を計上するほか、

平成２３年度実績額の確定により、介護保険特別会計繰出金、生活保護費負担金返還金を計上す

ることなどにより、３億１，１４６万５，０００円増額している。衛生費は、予防接種実施規則

の一部改正により、ポリオの予防接種に使用するワクチンが、不活化ワクチンに変更されたこと

に伴い、各種個別予防接種委託料を増額することなどにより、６，８４２万円増額している。土

木費は、下水道事業特別会計繰出金を減額することなどにより、１，６８１万８，０００円減額

している。教育費は、計画的に実施しております、小・中学校トイレ改修事業の２校分の設計委

託料を計上することなどにより、８５２万５，０００円増額している。第２表継続費補正は、栄

町保育園、泉水保育園の耐震化事業を追加するものである。第３表、地方債補正については、新

たに、小学校大規模改造事業、中学校大規模改造事業を追加するほか、臨時財政対策債について、

借り入れ限度額の変更をおこなうものである。 

［質疑等］ 
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なし 

 

議案第５０号 平成２４年度朝霞市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

（中村健康づくり部長） 

・今回の補正額は、歳入歳出それぞれ８億９，９０９万４，０００円の増額で、これを含めた累計

額は、１２４億３，９１０万３，０００円となっている。 

・歳入歳出の概要のうち、歳入について、国庫支出金は、保険給付費の増額に伴い、療養給付費等

負担金では、１億６６万１，０００円を増額している。療養給付費等交付金は、社会保険診療報

酬支払基金の交付金額決定通知により、４，９９１万９，０００円を、前期高齢者交付金は、 

１億８，３６０万円を増額するものである。県支出金は、財政調整交付金を、国庫支出金と同様、

保険給付費の増額に伴い、２，５１６万６，０００円を増額している。繰越金は、前年度決算額

の確定により、５億３，９７４万８，０００円を受け入れるものである。 

・歳出について、保険給付費は、医療費の伸び等を勘案し、一般被保険者に係る療養給付事業では、

２億２，３９６万５，０００円を、療養費支給事業では、１，６７５万８，０００円を、高額療

養費支給事業では、７，００７万９，０００円をそれぞれ増額するものである。後期高齢者支援

事業及び事務費拠出事業では、社会保険診療報酬支払基金の支払額確定通知に基づき、１億 

８，１２０万７，０００円を増額し、一方、前期高齢者納付事業及び事務費拠出事業では、 

１６１万３，０００円を、老人保健医療費拠出事業は、６万８，０００円をそれぞれ減額してい

る。介護納付事業は、１，５１１万５，０００円を増額するものである。保険給付費支払基金積

立事業は、基金への積立金として、２億８，１０７万７，０００円を増額するものである。諸支

出金についは、実績に伴う療養給付費等負担金の返還金等で、１億１，２５７万４，０００円を

増額するものである。 

［質疑等］ 

 なし 

 

議案第５１号 平成２４年度朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

（柳原都市建設部長） 

・今回の補正は、平成２３年度決算に伴い、前年度繰越金を１，７１５万５，０００円増額し、一

般会計からの繰入金を１，７１５万５，０００円減額するものであるため、歳入歳出予算の総額

についての増減はない。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第５２号 平成２４年度朝霞市介護保険特別会計補正予算（第１号） 
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（中村健康づくり部長） 

・今回の補正額は、歳入歳出それぞれ２億３，５０９万７，０００円の増額で、これを含めた累計

額は、４６億４，９８５万８，０００円となっている。 

・歳入歳出の概要のうち、歳入について、過年度の精算に伴い、国庫支出金については、介護給付

費負担金で７，１４４万２，０００円を、支払基金交付金については、介護給付費交付金で 

３４８万２，０００円を、県支出金については、介護給付費負担金で８２７万６，０００円を、

また、繰入金については、一般会計からの介護給付費繰入金で１億１，３０３万３，０００円を

それぞれ増額するものである。繰越金は、前年度決算額の確定により３，８８６万４，０００円

を増額するものである。 

・歳出について、基金積立金の介護保険保険給付費支払基金積立事業は、前年度決算に基づき、 

１億９，４０２万７，０００円を増額するものである。諸支出金の償還金につきましては、国庫

支出金返還金として、７５９万２，０００円、県支出金返還金として、３２６万５，０００円、

その他還付・返還金として、９３５万７，０００円をそれぞれ増額するものである。繰出金では、

一般会計に返還する一般会計繰出金を、２，０８５万７，０００円増額するものである。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第５３号 平成２４年度朝霞市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

（中村健康づくり部長） 

・今回の補正額は、歳入歳出それぞれ６２２万１，０００円の増額で、これを含めた累計額は、 

９億５，２１４万１，０００円となっている。 

・歳入歳出の概要のうち、歳入について、前年度決算額の確定により、繰越金として、６２２万 

１，０００円を増額するものである。 

・歳出について、一般会計への返還分として、諸支出金の一般会計繰出金を６２２万１，０００円

増額するものである。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第５４号 朝霞市防災会議条例及び朝霞市災害対策本部条例の一部を改正する条例 

（小林総務部長） 

・改正内容について、災害対策基本法の改正に伴い、防災会議の諮問的機関としての機能が強化さ

れたため、防災会議の所掌事務に市長の諮問に応じ重要事項を審議することを追加するとともに、

引用条文を改めるものである。これらの改正については、公布の日から施行したいと考えている。 

［質疑等］ 
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なし 

 

議案第５５号 朝霞市保育園設置及び管理条例の一部を改正する条例 

（安田福祉部長） 

・改正内容については、浜崎保育園の移転改築により位置を変更するものである。この改正につい

ては、平成２４年１１月５日から施行したいと考えている。これに伴い、朝霞市保育園入園児童

の定数に関する規則の一部を改正し、朝霞市浜崎保育園の定数を７０人に改める。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第５６号 市長及び副市長の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条

例の一部を改正する条例 

（小林総務部長） 

・改正内容につきましては、現在、市長の給料月額を２０パーセント、副市長及び教育長の給料月

額を１０パーセント、それぞれ減じる特例措置を、平成２３年１２月１日から平成２４年１１月

３０日まで講じているが、依然として厳しい経済情勢や本市の財政状況等を考慮し、この措置を

引き続き実施することとし、市長の現任期の満了日であります平成２５年３月１６日まで期間を

延長するものである。これらの改正については、公布の日から施行したいと考えている。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第５７号 朝霞市女性センター設置及び管理条例 

（小林総務部長） 

・この条例は、男女平等の推進に関する施策を実施し、及び市民等の男女平等の推進に関する取組

を支援することを目的とする朝霞市女性センターの設置及び管理について定めるものである。本

条例については、平成２５年１月１日から施行したいと考えている。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第５８号 市道路線の廃止について 

（柳原都市建設部長） 

・今回廃止する路線は、根岸台５丁目土地区画整理事業で、新たに道路を築造したことに伴い、終

点の変更が生じたことから行うものである。 

［質疑等］ 
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なし 

 

 議案第５９号 市道路線の認定について 

（柳原都市建設部長） 

・今回認定する路線は、根岸台５丁目土地区画整理事業に伴う５路線である。終点の変更に伴う 

１路線、新設道路４路線を認定するものである。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第６０号 教育委員会委員任命に関する同意を求めることについて 

（中島学校教育部長） 

・市の教育委員会委員のうち、鈴木泰代氏の任期が平成２４年９月３０日をもって満了となるが、

同氏を再び委員に任命いたしたく、ここに提案する次第である。鈴木氏の経歴については、添付

の経歴書のとおりだが、平成１２年１０月から教育委員会委員として、平成１５年１０月からは

教育委員会委員長として御活躍中であり、ここで再選任をお願いするものである。鈴木氏は、教

育委員会委員として最適の方であると確信している。 

［質疑等］ 

なし 

 

議案第６１号 教育委員会委員任命に関する同意を求めることについて 

（中島学校教育部長） 

・市の教育委員会委員のうち、相宮蝶子氏の任期が平成２４年９月３０日をもって満了となるが、

新たに平木倫子氏を委員に任命いたしたく、ここに提案する次第である。平木氏の経歴について

は、添付の経歴書のとおりだが、現在、中学校ＰＴＡ会長及びＰＴＡ連合会の常任理事として御

活躍中である。木氏は、人格が高潔で、教育・学術・文化に関し高い識見を有し、教育委員会委

員として最適の方であると確信している。また、相宮委員は、平成１２年１２月から３期１１年

間にわたり教育委員会委員として御活躍いただいたことに深く感謝を申し上げるとともに、今後

においても、市政に対する御指導、御協力をお願いする次第である。 

［質疑等］ 

なし 

 

【閉会】 

 

 
 


